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流山市シルバー人材センターへ ようこそ！ 

 

あなたは今日から仲間です。 

     

○シルバー人材センター事業の理念は、  

             自 主  

          自分たちで自主的に考える！ 

       共 助        自 立  

      共に助け合う！       自分たちの力でつくり育てる！ 

             共 働  

みんなと一緒に働く！ 

 

○シルバー人材センターとは 

  高齢者の中で、健康で働く意欲のある、原則６０歳以上の方が、知識・経験・

技能などを活かし、高齢者にふさわしい就業を通じて、社会参加することによ

り、「生きがい」を得て、地域社会の活性化を図っていこうという目的で「流

山市シルバー人材センター」は運営されています。 

 

    地区番号            地区  

 

    会員番号             番  

 

    氏  名                



 

１ 流山市シルバー人材センターについて 

流山市シルバー人材センターは、『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律』

に基づき、流山市・千葉県・国の支援を得て運営されている公益団体です。 

（１）【目的】 

会員が経験と能力を活かし、「共に働き」「共に助け合う」ことにより、

生きがいを持つとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的

としています。 

（２）【入会資格】 

原則６０歳以上で、市内に居住し、健康で働く意欲がありセンターの趣

旨に賛同される方は、どなたでも入会できます。 

（３）【運営】 

センター運営の基本的な事柄は、会員による総会と、総会で選ばれた理

事による理事会で決められます。日常の業務は事務局で運営します。 

（４）【就業内容】 

提供する仕事は主として臨時的・短期的又は軽易なもので、就業の方法

は交代で行うなど、多くの会員が就業できるようにしています。 

（５）【会員の研修】 

    会員は、センターの研修や講習会等に参加できます。 

 

２ 入会・退会について 

（１）【入会の手続き】 

センターでは毎月・２回（センターと他会場で）、入会登録説明会を開

催しています。入会希望者は説明会終了後、登録申込書に必要事項を記入

し、年会費２，４００円を添えて提出していただきます。入会手続きは、

随時、センターで受付けています。 

なお、年会費について新規加入時の場合は、加入月から年度末までの月

数に応じて納めていただきます。 

  会員には、会員証を交付します。 

（２）【退会の手続きなど】 

会員の希望により退会は自由です。センターに退会の旨を申し出て、退

会届を提出してください。 

・ 既に納めた会費はお返しできません。 

  ・ １年以上会費を滞納し、かつ催告に応じないときは会員の資格を 

喪失します。 

 ・ 退会時には会員証、その他センターの貸与物品等を返却していた

だきます。 

また、再就職・長期の病気療養・市内転居・市外転居等の場合は、速

やかにセンターへ連絡してください。 
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３ 仕事の受注から就業、そして配分金の支払いまで 

会 員         発注者 

希望する仕事等の登録      仕事の依頼   

 

センターは、会員の希望と発注者の 

条件が一致したときに仕事を提供します。 

仕事の引き受け    シルバー人材センター     契 約  

センターは、会員の就業に応じて 

配分金を支払います。 

 

 就 業                       仕事の完成 

 

配分金受け取り     契約金支払い 

 

 

 

       仕事の提供  事前打ち合わせ  就 業 作業日報（就業報告書） 

 

 

  ※この契約（請負・委任）の他に派遣契約があります。   配分金支払い  

 

作業日報（就業報告書）の記入方法と配分金の支払い及び確認方法 

 

（１）作業日報（就業報告書）の記入方法 

・就業先での作業の都度、「作業日報」に、就業先（お客様名）と該当   

日欄に就業時間を記入し、就業先（お客様）から確認印をいただいて

ください。 

・１ヵ月終了後、就業日数と合計時間を記入し、２枚複写の「作業日  

報」の「１枚目をご自身の（控）」とし、「２枚目を翌月４日までに事

務局に提出」してください。 

     （職群ごとに班長又は代表者が取りまとめる場合もあります。） 

   ・「作業日報」は、枠内に丁寧に記入し汚さないようにしてください。 

 

 

仕事の受注 

会員の検索 

契約の締結 
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（２）配分金の支払い 

    ・配分金の計算は、事務局で１ヵ月分の就業会員全員の「作業日報」

の内容に基づき計算します。 

    ・配分金の支払いは、原則として就業翌月の「２０日」に、ご指定の

口座に振り込みます。（「２０日」が土日祝日の場合は前営業日に振

り込みます。） 

    ・配分金の振り込み先は、「ゆうちょ銀行」と「千葉銀行」のみでのお

取り扱いになります。※令和３年１１月以降の入会者は「千葉銀行」のみ。 

 

（３）配分金の確認方法 

    ・「作業日報」の連絡欄に、ご自身で就業時間に時間単価を乗じて、当

月分の配分金額を記入しておき、配分金振込後の確認に活用してく

ださい。 

    ・振り込まれた配分金額は、必ずご確認をお願いします。 

    ・当センターでは、配分金明細書に代わるものとして、「作業日報（控）」

を活用していただいておりますが、振り込み金額にご不審な点があ

りましたら、事務局にお申し出ください。 

  

曜日 

開始時間 

終了時間 

就業時間計 

を記入 

延日数 

延時間を記入 

就業先の確認印を

いただく 

 

会員番号と 

名前を記入 

配分金を計算してお

き、後日の確認用に利

用してください。 

 

 

作業内容を 

具体的に記入 

就業先を 

記入 

時間は時間単位で

記入 

例：５時間３０分 

 ＝５．５と記入 
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（４）その他 

    ・就業する際には、「就業条件」「時間当たり単価」等を必ずご確認の

うえ、了承してから就業してください。 

 

４ 就業上の注意 

 【就業に先立って】 

 （１）センターから就業についての連絡があったときは、仕事をする日時・

場所、発注者の名前、電話番号、仕事の内容などをメモして確認（復唱） 

を行い、間違いのないようにしてください。 

 【就業に当たって】 

（１）発注者の意向をよく理解して、決められた内容により仕事をしてくだ

さい。 

（２）仕事について不明の点があるときは、独断で処理しないで発注者に確

認してから仕事を進めてください。 

 （３）就業条件や仕事内容について、センターの説明と発注者の意向に食い

違いがあった場合は、まずセンターに連絡し確認をとってください。 

 （４）契約内容や就業条件（配分金等）について、会員が発注者と直接交渉

はしないで、必ずセンターを通してください。 

 （５）配分金を発注者から直接受け取らないでください。 

 

５ 就業上の心得 

（１）身分を証明する会員証は、常に携帯する。 

（２）就業用名札は、必要事項を記入して就業時は携帯する。 

（３）丁寧な言葉遣いと明るい挨拶に心がける。 

（４）就業場所への移動は、余裕をもって行動し、交通事故等に注意する。 

（５）無届欠勤は絶対にしない。 

（６）無断で就業場所を離れない。 

（７）就業場所への交通手段は発注者の定めたとおりとする。（駐車場・駐輪 

場） 

（８）就業時間中は喫煙しない。また、休憩時間であっても決められた場所 

以外での喫煙はしない。 

（９）就業に当たっては、体調を整え、作業に適した服装で臨み仕事を誠実

に行う。 

（10）会員同士で就業する際は、相互に連携し協力し合う。 

 

-4- 



 

（11）酒気帯びでの就業は絶対にしない。 

（12）就業先からの飲食や接待や心付けは、受けてはならない。 

（13）就業場所で知り得た情報は、他に漏らしてはならない。 

 

６ 安全の心得 

 【就業先への行き帰り】 

（１）焦る気持ちは事故のもと。就業先へは時間に余裕を持ち、ゆったりし

た気持ちで出かける。 

 （２）徒歩で往復する人は、交通ルールを守り、交差点等では左折・右折す

る車両等に注意して横断する。 

 （３）駅等の階段の昇降時には、手すりを利用して転倒に注意する。 

 （４）自転車で往復する人は、特に雨天時や夕暮れ時には路面の状態・歩道

の段差等に注意する。夜間は必ずライトをつける。 

   ※千葉県では、自転車利用者に自転車損害賠償保険の加入を義務付けています。 

 （５）自家用車で往復する人は、交通事故を起こしたり、事故にあったりし

ないよう細心の注意を払う。 

 （６）帰宅時は、疲労と解放感から注意散漫になり易い。家に着くまでは仕

事の範囲と考え、緊張感を持続する。 

 【仕事をするとき】 

（１）作業は、安全第一を心掛け、急いだりあわてたりしない。 

（２）加齢による諸機能の低下を十分認識し、無理をしない。 

（３）作業前には、軽い柔軟体操をして体をほぐす。 

（４）服装や履物は、作業に適した働きやすいものにする。 

（５）器具類を使用する場合は、事前に必ず点検する。 

（６）作業場は、常に整理整頓に心掛ける。 

（７）共同で仕事をする場合は、連絡を緊密に行う。 

（８）睡眠不足や過度の飲酒等を避けるよう日常生活に注意するとともに、

健康管理を十分に行い、常に良好な健康状態で就業する。 

 

７ シルバー保険について 

センターと会員、会員と発注者の間には雇用関係はありませんので、雇用を

前提とした労災保険・雇用保険等の社会保険には加入できません。従って、会

員は労災の適用がありません。そのため、会員が安心して就業できるようセン

ターでシルバー保険に加入し、万一の事故に備えています。 

 会員本人はもちろん家族の方もその仕組みについて十分理解していただき、 
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手続き等に誤りがないようにご留意ください。 

 この保険は、次の二つの保険から成り立っています。 

＜１＞ 傷 害 保 険―会員本人が身体に傷害を受けた場合 

＜２＞ 賠償責任保険―会員が就業中に、他人の身体や財物に損害を与えた場合 

  

【事故にあった場合・事故を起こした場合の対処の仕方】 

（１）怪我をした場合は直ちに医師の診察を受ける。その際は、 

① 各自の健康保険被保険者証を使用する。必要に応じ、シルバー会員の

会員証と就業用名札を提示する。 

② 「労災」が適用されないことを、医師に明確に伝える。 

（２）事故の状況や程度を出来るだけ早くセンターに報告する。自身で報告

できないときは、傍にいる人に依頼する。 

（３）保険の手続きはセンターで行うので、会員の判断で先行しない。 

 

＜１＞ 傷 害 保 険  

【保険が適用される場合】 

（１）就業中の事故（ただし、自宅作業中は除く） 

（２）就業先への往復中の事故 

（３）総会・理事会・各種委員会・講習会（知識・技能修得を目的とするも

の）に出席中、及びその往復中の事故 

※ （２）（３）の往復中の事故は、通常の経路を外れると適用外となる。 

保

険

金

の

給

付 

程度 給 付 条 件 給  付  額 

死亡 
死亡または事故が原因で事故日

から 180 日以内に死亡したとき 
1,000 万円 

入院 
事故のため入院し、平常の生活機

能を失ったとき 

1 日あたり 3,000 円 

（但し 180 日限度） 

通院 

事故のため平常の生活機能が低

下し、通院して治療を受けたとき 

1 日あたり 2,000 円 

(但し事故日から 180 日以内

の 90 日限度) 

後遺 

傷害 

事故日から 180 日以内に身体に

後遺症が認められたとき 

程 度 に よ り 

30 万円～1,000 万円 

 

【保険が適用されない場合】 

（１）故意による事故の場合 

（２）持病の場合（脳疾患・心身喪失等） 

（３）腰痛などで医師等の診断書のない場合 

（４）飲酒している場合 

 

＜２＞ 賠償責任保険  
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【保険が適用される場合】 

（１）就業中、誤って他人に身体障害(死亡や怪我)を与えた場合 

（２）就業中、誤って他人の財物を破損(壊したり･汚したり･無くしたり)し

た場合 

【補填される範囲】 

（１）損害賠償金＝賠償債務の弁済のために支払う金額 

（２）応急手当費用＝応急手当･搬送等緊急措置に要した費用 

（３）争訟費用(争訟費用･弁護士報酬等)、保険会社への協力費用（保険者が

被保険者と折衝する場合に協力した際の支出） 

  ≪ 補 填 額 等 ≫ 

対 象 単  位 限 度 額 備      考 

身体・財物

賠  償 
１事故につき １億円 

 

※ 自動車事故は対象外です。詳しいことは事務局にお尋ねください。 

８ 地区班の編成 

当センターでは市内を１０地区に分け、さらに地区内で会員数や区域の面積

に応じて２～４の地区班を編成しています。班には推薦された班長が置かれ、

会長から委嘱され２年間担当します。 

 会員は全員いずれかの区域に所属します。 

地区班編成表 

地区 担   当   地   域 

１ 大字西深井、大字深井新田、大字平方、大字平方村新田、美原１～４丁目 

２ 大字東深井、こうのす台 

３ 
江戸川台西１～４丁目、大字北、大字小屋、富士見台、富士見台１～２丁目、大字中

野久木、大字上新宿新田 

４ 江戸川台東１～４丁目、駒木台、青田 

５ 

西初石１～５丁目、おおたかの森西一丁目の一部、おおたかの森西三～四丁目、おお

たかの森南一丁目の一部、若葉台、大字上新宿、大字桐ケ谷、大字南、大字谷、大字

上貝塚、大字下花輪、大字大畔 

６ 
東初石１～４丁目、おおたかの森北一～三丁目、おおたかの森東一～四丁目、美田、

駒木 

７ 
大字流山、流山１～９丁目、平和台１～５丁目、中、前平井、後平井、大字三輪野山、

三輪野山一～五丁目、大字加、加一～六丁目 

８ 
野々下１～６丁目、長崎１～２丁目、古間木、芝崎、市野谷、おおたかの森南一丁目の一部、

おおたかの森南二～三丁目、おおたかの森西一丁目の一部、おおたかの森西二丁目 
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９ 
南流山１～８丁目、大字西平井、西平井一～三丁目、宮園１～３丁目、思井、思井一

丁目、大字鰭ケ崎、鰭ケ崎二丁目、鰭ケ崎、大字木 

１０ 向小金１～４丁目、前ケ崎、松ケ丘１～６丁目、西松ケ丘１丁目、名都借 

 

 

◎ 地区班長の役割 

班長は、地区理事の指示を受け会員とセンターとの連絡にあたるとともに、
次の各号に掲げる事項を行うものとする。 

（１）センターから地区会員への連絡事項の伝達、文書及び会報等の配付に関
すること。 

（２）地区会員の意見、要望等の伝達に関すること。 

（３）センターの目的達成に必要な情報の収集等に関すること。 

 

９ 職群班の編成 
職群班は、就業場所・就業内容ごとに編成されています。班には推薦された

班長・副班長が置かれ、会長から委嘱され２年間担当します。 

 班長は、原則として５名以上で就業する場合に１名を設けることにしていま
す。就業会員が少ない就業場所や民間関係の就業場所には、班長制度を設けな
い就業場所があります。 

（植栽班は、別にグループ長を設けています。） 

職 群 班 編 成 表 

職 群 名 就 業 場 所 ま た は 就 業 内 容 

会 館 管 理 公民館・福祉会館等 

放置自転車 
東武野田線（アーバンパークライン）市内各駅周辺・つくばエク
スプレス市内各駅周辺、流鉄市内各駅周辺 

自転車保管所 平方・鰭ケ崎 

運 動 場 総合運動施設・スポーツフィールド 

植 栽 家庭・企業・公共施設の植栽 

除 草 家庭・企業・公共施設の除草 

家 事 援 助 掃除・料理・家事手伝い・介護手伝い等 

技術・技能 襖・障子・大工・筆耕・自転車、家具等の再生 

自動車運転 運転業務 

自転車駐車場 東武鉄道・流鉄各駅自転車駐車場指定管理者事業 

各種企業等 
スーパーマーケット・商品管理・駐車場管理・自転車管理 

マンション管理・清掃・チラシ配布・検針業務 学習教室等 

 

◎ 職群班長の役割 

（１）センターと連絡を密にし、班員の意見、要望等の伝達、調整をすること 

（２）班員の就業報告書をセンターへ提出すること 

（３）班の仕事の手順、方針の徹底、進捗状況の把握など安全作業を遂行する 

   こと 

 

 

-8- 

 



 

（４）事務局の要請に基づき、発注者との連絡調整、受注見積り及び苦情の処 

理をすること 

（５）班員の技術、技能の向上を図ること 

（６）緊急の事態が生じた場合、センターへ連絡すること 

（７）班員のシフト管理をすること 

（８）班長会議へ出席すること 

※  副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときはその職務を代行する。 
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